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分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン

管
理
セ
ミ
ナ
ー

【
マ
ン
シ
ョ
ン
の
防
災
対
策
】

対
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
組
合

役
員
、
区
分
所
有
者
等

日
　
月
６
日
（
日
）
午
後
２
時
～

１１
５
時

場
健
康
福
祉
会
館

内
講
演
会
（
東
日
本
大
震
災
に
お

け
る
町
田
市
の
状
況
に
つ
い
て
＝

町
田
市
防
災
安
全
課
長
、
災
害
か

ら
学
ぶ
も
の
＝
町
田
消
防
署
警
防

課
長
・
髙
山
幸
夫
氏
）、
意
見
交

換
会
、
個
別
相
談
会

定
　
人
（
申
し
込
み
順
）

５０
申
電
話
で
住
宅
課
（
辺辺
７
０
９
・

０
５
７
９
）
へ
。
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
の
お

問
い
合
わ
せ
は
返
７
０
９
・
０
５

８
６
へ
。

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
証

（
マ
ル
親
）助
成
制
度

【
現
況
届
を
省
略
で
き
ま
す
】

　
今
年
度
か
ら
、
児
童
扶
養
手
当

証
書
を
お
持
ち
の
方
（
今
年
は
サ

ー
モ
ン
ピ
ン
ク
色
の
証
書
）
は
、

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
制
度
の
現

況
届
を
省
略
で
き
ま
す
。

※
児
童
扶
養
手
当
現
況
届
が
未
提

出
の
方
に
は
、
ひ
と
り
親
医
療
証

は
発
行
で
き
ま
せ
ん
。

※
年
金
受
給
等
の
理
由
で
児
童
扶

養
手
当
を
受
給
し
て
い
な
い
方
に

は
、　
月
末
に
現
況
届
の
用
紙
を

１０

お
送
り
し
ま
す
。　
月
　
日
ま
で

１１

１４

に
提
出
し
て
下
さ
い
（
郵
送
可
）。

※
住
所
・
健
康
保
険
証
・
同
居
の

方
等
、
子
ど
も
総
務
課
に
届
け
出

た
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

は
、
変
更
届
を
提
出
し
て
下
さ

い
。

【
該
当
す
る
方
は
申
請
を
】

対
　
歳
に
達
す
る
日
の
年
度
末
ま

１８
で
の
間
に
あ
る
児
童
（
一
定
の
障

が
い
が
あ
る
場
合
は
　
歳
未
満
）

２０

を
現
に
扶
養
し
て
い
る
、
①
～
④

の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
方
　

①
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
ま
た
は
母

②
父
ま
た
は
母
に
一
定
の
障
が
い

が
あ
る
家
庭
③
父
ま
た
は
母
が
１

年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
、
ま
た

は
児
童
の
養
育
義
務
を
放
棄
し
て

い
る
家
庭
④
両
親
が
い
な
い
児
童

を
養
育
し
て
い
る
養
育
者

内
医
療
機
関
で
支
払
う
保
険
診
療

の
自
己
負
担
分
を
助
成
（
住
民
税

が
課
税
さ
れ
て
い
る
世
帯
は
一
部

負
担
金
有
り
）

※
申
請
者
及
び
そ
の
扶
養
義
務
者

（
同
居
の
父
・
母
等
）
の
所
得
制

限
が
あ
り
ま
す
。

※
各
市
民
セ
ン
タ
ー
等
で
の
受
け

付
け
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

◇

問
子
ど
も
総
務
課
辺辺
７
２
４
・
２

１
４
３
返
７
２
４
・
１
１
８
９

来
年
４
月
小
学
校
に
入
学
す
る
児

童
の
就
学
時
健
康
診
断
通
知
書
が

届
か
な
い
方
は
連
絡
を

　
来
年
４
月
に
小
学
校
に
入
学
す

る
児
童
（
２
０
０
５
年
４
月
２
日

～
２
０
０
６
年
４
月
１
日
に
生
ま

れ
た
お
子
さ
ん
）
の
健
康
診
断
を

　
月
中
に
行
い
ま
す
。

１１　
通
知
書
を
　
月
　
日
ご
ろ
に
お

１０

１１

送
り
し
ま
し
た
。
ま
だ
届
い
て
い

な
い
方
、
私
立
の
小
学
校
に
入
学

を
予
定
し
て
い
る
方
は
、
保
健
給

食
課
（
辺辺
７
２
４
・
２
１
７
７
）

へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

活
動
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
ま
す

い
き
い
き
ポ
イ
ン
ト
制
度

　
高
齢
者
が
社
会
や
地
域
で
活
躍

し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
ご
自
身

が
元
気
に
な
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
制
度
で
す
。
登
録
者
は
５
０
０

人
を
超
え
て
い
ま
す
。

　
高
齢
者
施
設
だ
け
で
な
く
、
保

育
園
な
ど
で
の
活
動
や
さ
ま
ざ
ま

な
社
会
奉
仕
活
動
も
対
象
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
登
録
の
う
え
研
修
を
受
け
、
そ

の
後
活
動
を
行
っ
て
い
た
だ
き
、

ポ
イ
ン
ト
は
翌
年
度
の
交
換
と
な

り
ま
す
。

　
あ
な
た
も
い
き
い
き
ポ
イ
ン
ト

制
度
で
活
動
し
ま
せ
ん
か
。

対
市
内
在
住
の
　
歳
以
上
の
方

６５

申
町
田
市
介
護
保
険
被
保
険
者
証

を
お
持
ち
の
う
え
、
町
田
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー（
町
田
市
民
フ

ォ
ー
ラ
ム
４
階
）
で
登
録
。

【
活
動
者
を
受
け
入
れ
ま
せ
ん

か
】
　
活
動
者
を
受
け
入
れ
る
に
は
、

市
へ
の
申
請
が
必
要
で
す
。
詳
し

く
は
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
下
さ
い
。

問
活
動
・
登
録
＝
町
田
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
セ
ン
タ
ー
辺辺
７
２
５
・
４
４

６
５
、
活
動
者
の
受
け
入
れ
＝
町

田
市
高
齢
者
福
祉
課
辺辺
７
２
４
・

２
１
４
６

町
田
市
高
齢
者
支
援
セ
ン
タ
ー

家
族
介
護
者
教
室

　
詳
細
は
各
高
齢
者
支
援
セ
ン
タ

ー
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

【
お
む
つ
の
選
び
方
・
組
み
合
わ

せ
方
法
、
介
護
食
を
利
用
し
た
食

事
の
工
夫
等
に
つ
い
て
学
ぶ
】

日
　
月
　
日
（
金
）
午
後
１
時
　

１０

２８

３０

分
～
３
時

場
サ
ン
シ
ル
バ
ー
町
田

定
 　
人
（
申
し
込
み
順
）

１０
費
１
０
０
円

申
電
話
で
堺
第
１
高
齢
者
支
援
セ

ン
タ
ー（
辺辺
７
７
０
・
２
５
５
８
）

へ
。

問
高
齢
者
福
祉
課
辺辺
７
２
４
・
２

１
４
６
返
７
２
４
・
１
１
９
０

市
立
図
書
館
～
お
は
な
し
会
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア

養
成
講
座（
語
り
手
）

対
市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
で
、

全
回
出
席
で
き
、
受
講
後
お
は
な

し
会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
登
録

し
て
い
た
だ
け
る
方

日
２
０
１
２
年
２
月
７
日
、　１４

日
、　
日
、
３
月
６
日
、
い
ず
れ

２８

も
火
曜
日
午
後
２
時
～
４
時

場
中
央
図
書
館
　

内
語
る
こ
と
の
意
味
や
お
は
な
し

の
選
び
方
、
演
じ
方
等
を
学
ぶ

定
　
人
（
抽
選
）

１０
申
　
月
　
日
～
　
月
７
日
に
各
市

１０

２６

１２

立
図
書
館
で
水
曜
日
の
お
は
な
し

会
を
見
学
後
受
け
付
け
。

※
お
は
な
し
会
の
日
程
は
各
市
立

図
書
館
で
異
な
り
ま
す
。

問
同
館
辺辺
７
２
８
・
８
２
２
０

町
田
市
教
育
講
演
会

【
今
こ
そ
子
供
の
体
力
向
上
～
元

気
な
町
田
っ
子
育
成
の
た
め
に
】

　
直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ
い
。

そ
の
際
に
一
般
参
加
の
旨
を
お
伝

え
下
さ
い
。

対
学
校
関
係
者
、
保
護
者
、
市
内

在
住
の
方

日
　
月
　
日
（
土
）
午
前
　
時
　

１０

２９

１０

３０

分
～
午
後
０
時
　
分
３０

場
国
際
版
画
美
術
館
講
堂

講
東
京
都
教
育
庁
指
導
部
体
育
健

康
教
育
担
当
課
長
・
鯨
岡
廣
隆
氏

定
　
人
（
先
着
順
）

３０
問
指
導
課
辺辺
７
２
４
・
２
８
６
７

  晩
秋
の
薬
師
池
公
園

ガ
イ
ド
ツ
ア
ー

　
直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ
い
。

日
　
月
　
日
（
土
）
～
　
月
　
日

１０

２９

１１

２７

（
日
）
の
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、

午
前
　
時
出
発
・
午
後
１
時
出

１１

ご
参
加
を

ご
参
加
を

ご
参
加
を

発
、
集
合
は
町
田
市
フ
ォ
ト
サ
ロ

ン
前

講
ま
ち
だ
・
観
光
案
内
人

問
町
田
ツ
ー
リ
ス
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー

辺辺
８
５
０
・
９
３
１
１
（
受
付
時

間
＝
午
前
　
時
～
午
後
７
時
）、

１０

町
田
市
産
業
観
光
課
辺辺
７
２
４
・

２
１
２
８
返
７
２
４
・
１
１
８
５

町
田
市
民
文
学
館「
 蕗
  谷
  虹
  児
 展
」

ふ
き
 
や
 
こ
う
 
じ

関
連
講
演
会

　
展
覧
会
チ
ケ
ッ
ト
ま
た
は
半
券

を
提
示
し
て
下
さ
い
。

【
日
本
の
童
画
と
童
謡
】

日
　
月
　
日
（
日
）
午
後
２
時
～

１１

１３

３
時
　
分
３０

講
児
童
文
化
史
児
童
史
研
究
家
・

上
笙
一
郎
氏

【
父
・
蕗
谷
虹
児
の
素
顔
】

日
　
月
　
日
（
土
）
午
後
２
時
～

１１

２６

４
時

講
元
蕗
谷
虹
児
記
念
館
館
長
・
蕗

谷
龍
夫
氏

◇

場
同
館

定
各
１
０
０
人
（
申
し
込
み
順
）

申
　
月
　
日
正
午
か
ら
電
話
で
イ

１０

２１

ベ
ン
ト
ダ
イ
ヤ
ル
（
辺辺
７
２
４
・

５
６
５
６
）
へ
。

問
同
館
辺辺
７
３
９
・
３
４
２
０

　
成
年
後
見
制
度
と
は
、
判
断
能

力
が
不
十
分
な
方
の
契
約
等
を
代

わ
っ
て
行
っ
た
り
判
断
す
る
こ
と

で
、
安
心
し
て
生
活
が
で
き
る
よ

う
権
利
と
く
ら
し
を
守
る
制
度
で

す
。
制
度
に
つ
い
て
の
相
談
は
各

高
齢
者
支
援
セ
ン
タ
ー（
本
人
が

　
歳
以
上
の
方
）、
ひ
か
り
療
育

６５園
（
本
人
が
障
が
い
者
の
方
）、

町
田
市
社
会
福
祉
協
議
会
福
祉
サ

ポ
ー
ト
ま
ち
だ
へ
。

 　
既
に
判
断
能
力
が
不
十
分
な
た

め
、
自
分
ひ
と
り
で
は
財
産
の
管

理
や
契
約
な
ど
を
す
る
の
が
難
し

い
方
に
つ
い
て
、
主
に
本
人
や
親

煙
法
定
後
見
制
度
　 

家
庭
裁
判
所

法定後見制度 任意後見制度

公
証
役
場

東
京
法
務
局

家
庭
裁
判
所

申立て
本人や家族等
が申し立てる

契約
任意後見人、
援助内容、報
酬等を公正証
書にする

登記
公証人が書類
を提出し、登
記

任意後見監督
人を選任

開始
監督人が選ば
れると、後見
が開始

本人や親族、
後見人等が申
し立てる

審判
後見人や援助
内容などを決
定

告知・通知
審判の結果を
本人・後見人
に報告

審判手続き
本人の意向や
生活状況、資
産、後見人の
適格性を確
認。また、医
師が判断能力
の程度を鑑
定・診断

本人の判断能力が
不十分になると

成年後見制度利用の流れ

町
田
市
菊
花
展

町
田
市
菊
花
展

町
田
市
菊
花
展

第
18
回

　
開
催
期
間
中
、
菊
苗
や
野
菜
の

販
売
等
も
行
い
ま
す
。

会
期
　
月
１
日
（
火
）
～
８
日

１１

（
火
）、
午
前
８
時
　
分
～
午
後
４

３０

時
（
８
日
は
午
後
２
時
　
分
ま

３０

で
）

場
薬
師
池
公
園
芝
生
広
場

内
盆
栽
、
ダ
ル
マ
、
福
助
等

問
公
園
緑
地
課
辺辺
７
９
３
・
７
６

１
１
返
７
９
３
・
７
６
１
７

族
が
申
請
し
て
、
家
庭
裁
判
所
が

後
見
人
を
選
ぶ
制
度
で
す
。

 　
将
来
、
自
分
の
判
断
能
力
が
不

十
分
に
な
っ
た
と
き
に
、
ど
の
よ

う
な
援
助
を
受
け
る
の
か
、
ま
た

誰
を
後
見
人
に
す
る
の
か
、
あ
ら

か
じ
め
契
約
に
よ
り
決
め
て
お
く

制
度
で
す
。

 　
現
在
、
後
見
の
業
務
を
行
っ
て

煙
任
意
後
見
制
度
　 

煙
市
民
後
見
人
　 

い
る
の
は
約
６
割
が
親
族
、
残
り

の
４
割
が
弁
護
士
等
の
専
門
職
の

方
で
す
。
親
族
の
方
が
後
見
人
を

で
き
な
い
場
合
も
あ
り
、
市
民
後

見
人
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
市
に
は
そ
の
よ
う
な
後
見
人
が

　
人
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
活
躍
し
て

１８い
ま
す
。

 　
直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ
い
。

日
　
月
３
日
（
祝
）
午
後
２
時
～

１１ 任
意
後
見
制
度
と
相
続
・
遺
言

講
演
会

４
時

場
町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
３
階
ホ

ー
ル

講
町
田
公
証
役
場
公
証
人
・
加
澤

正
樹
氏

定
１
８
０
人
（
先
着
順
）

◇

問
町
田
市
社
会
福
祉
協
議
会
・
福

祉
サ
ポ
ー
ト
ま
ち
だ
辺辺
７
２
０
・

９
４
６
１
返
７
２
３
・
４
２
８

１
、
町
田
市
福
祉
総
務
課
辺辺
７
２

４
・
２
５
３
７
返
７
２
４
・
１
１

８
７

ご
存
じ
で
す
か
？

ご
存
じ
で
す
か
？

ご
存
じ
で
す
か
？

成
年
後
見
制
度

成
年
後
見
制
度

成
年
後
見
制
度

　
鶴
見
川
源
流
泉
の
ひ
ろ
ば

（
上
小
山
田
町
）
は
木
道
撤
去

・
施
設
改
修
の
た
め
、　
月
末

１０

～
２
０
１
２
年
６
月
末
（
予

定
）
の
間
、
休
園
し
ま
す
。

　
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
上
下
水
道
総
務
課
辺辺
７
２
０

・
１
８
１
９
返
７
２
７
・
２
９

８
８ 鶴

見
川
源
流
泉
の
ひ
ろ
ば

一
時
休
園
し
ま
す

　
日
本
の
秋
を
代
表
す
る
花

「
菊
」
を
観
賞
し
ま
せ
ん
か
。

申
請
受
付
は
　
月
　
日
ま
で（
必
着
）で
す
。
申
請
数
が

１０

２８

家
具
転
倒
防
止
器
具
等
の
支
給
事
業

問
防
災
安
全
課
　
辺辺
７
２
４
・
３
２
１
８

抽
選
日
時
　
月
　
日
午
前
　
時
か
ら

１０

３１

１０


